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法
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国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
運
用
に
つ
い

て
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
一
日
計
発
第
二
百
七
十
号
）
は
本

年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
こ
れ
を
廃
止
し
、
新
た
に
別
紙
の

よ
う
に
運
用
方
針
を
定
め
、
本
年
四
月
一
日
以
後
の
旅
行
か

ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
取
扱
わ
れ

た
い
。 

追
つ
て
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
の
規

定
に
よ
り
各
庁
の
長
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
こ
と

を
必
要
と
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
本
運
用
方
針
に
よ
つ

て
処
理
さ
れ
る
場
合
に
は
、
所
定
の
協
議
を
経
た
も
の
と
し

て
取
扱
う
こ
と
と
し
、
ま
た
、
従
前
の
運
用
方
針
に
基
い
て

決
定
さ
れ
た
基
準
に
つ
い
て
も
本
運
用
方
針
の
趣
旨
に
反
し

な
い
限
り
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
つ
て
取
扱
つ
て
差
支
え

な
い
こ
と
と
す
る
か
ら
、
併
せ
て
承
知
せ
ら
れ
た
い
。 

 （
別
紙
） 

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
運
用
方
針 

第
二
条
関
係 

第
二
項 「

こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
」
を
定
め
る
場
合
に
は
、

次
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

１ 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
法
」
と

い
う
。）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
か
ら
第

十
号
ま
で
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
者
の

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
相
当
す
る
職
務
の
級
は
、
別
表
第

一
及
び
別
表
第
二
の
通
り
と
す
る
。 

２ 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務

時
間
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十

五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を

定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
職
務
の
級
は
、
行
政
職
俸

給
表
㈠
に
よ
る
三
級
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
の
級
と

し
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用

さ
れ
た
職
員
の
職
務
の
級
は
、次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

六
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
（
六
号
俸
を

超
え
る
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
を
含
む
。）
の
職
務

の
級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
九
級
の
職
務
に
相

当
す
る
職
務
の
級 

ロ 

五
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
八
級
の
職
務
に
相
当
す
る

職
務
の
級 

ハ 

四
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
七
級
の
職
務
に
相
当
す
る

職
務
の
級 

ニ 

三
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
六
級
の
職
務
に
相
当
す
る

職
務
の
級 

ホ 

二
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
五
級
の
職
務
に
相
当
す
る

職
務
の
級 

ヘ 
一
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
職
員
の
職
務
の
級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
四
級
の
職
務
に
相
当
す
る

職
務
の
級 

３ 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ

た
職
員
の
職
務
の
級
は
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
一

般
職
給
与
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
俸
給
表
ご
と
に
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
行
政
職
俸
給
表
㈠
に
相
当
す
る
職

務
の
級
と
さ
れ
る
も
の
と
し
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
職
務
の
級
は
、

用
務
の
内
容
及
び
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る

者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
各
庁
の
長
が
定
め
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
指
定
職
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
と

し
て
定
め
る
場
合
に
は
、
各
庁
の
長
が
、
財
務
大
臣
に

協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
。
以
下
「
特
別
職
給
与
法
」

と
い
う
。）
第
一
条
第
四
十
四
号
に
掲
げ
る
秘
書
官
の
職

務
の
級
は
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

九
号
俸
か
ら
十
二
号
俸
ま
で
の
俸
給
月
額
を
受
け

る
秘
書
官
の
職
務
の
級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る

九
級
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
の
級 

ロ 

五
号
俸
か
ら
八
号
俸
ま
で
の
俸
給
月
額
を
受
け
る

秘
書
官
の
職
務
の
級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
七

級
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
の
級 

ハ 

三
号
俸
及
び
四
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
秘
書

官
の
職
務
の
級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
六
級
の

職
務
に
相
当
す
る
職
務
の
級 

ニ 

二
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
秘
書
官
の
職
務
の

級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
四
級
の
職
務
に
相
当

す
る
職
務
の
級 

ホ 

一
号
俸
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
秘
書
官
の
職
務
の

級 

行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
三
級
の
職
務
に
相
当

す
る
職
務
の
級 

５ 

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
職
給
与
法
附
則

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額
を
受
け
る
内
閣
総
理

大
臣
秘
書
官
の
職
務
の
級
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大

臣
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
指
定
職
の
職
務
に
相
当
す

る
職
務
の
級
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

一
般
職
給
与
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
非
常
勤

職
員
及
び
特
別
職
給
与
法
第
一
条
第
四
十
五
号
か
ら
第

七
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
職
務
又
は
職
務
の
級
は
、

用
務
の
内
容
及
び
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る

者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
各
庁
の
長
が
定
め
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
内
閣
総
理
大
臣
等
及
び
指
定
職
の
職

務
に
相
当
す
る
職
務
と
し
て
定
め
る
場
合
に
は
、
各
庁

の
長
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

一
般
職
の
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
者

の
受
け
る
俸
給
が
一
般
職
給
与
法
を
準
用
し
て
定
め
ら

れ
て
い
る
場
合
の
職
務
の
級
は
、
現
に
そ
の
者
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
と
す
る
。 



第
三
項 「

在
勤
地
」
の
地
域
は
、
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任

を
受
け
た
者
が
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
境
界
に
は
大

字
又
は
字
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
境
界
を

も
つ
て
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条
関
係 

第
一
項 職

員
で
他
の
職
務
を
兼
ね
る
者
が
、
そ
の
兼
ね
る
職

務
に
よ
つ
て
旅
行
し
た
場
合
に
は
、
当
該
職
務
相
当
の

旅
費
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
項 「

そ
の
他
財
務
大
臣
が
定
め
る
事
情
」
と
は
、
宿
泊

施
設
の
火
災
そ
の
他
本
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
で
な
い

理
由
に
よ
る
事
情
と
す
る
。 

第
四
条
関
係 

第
一
項 

１ 

各
庁
の
長
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
す
る
権
限
を
委
任

す
る
場
合
に
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
委
員
会
及
び

庁
、第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
部
部
局
、第
八
条
、

第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
機
関
、
第

九
条
に
規
定
す
る
地
方
支
分
部
局
若
し
く
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
も
の
の
長
の
う
ち
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

旅
行
命
令
等
を
発
す
る
権
限
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、

そ
の
事
務
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
各
庁
の
長
の
承
認
を

得
て
、
更
に
こ
れ
を
再
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

各
庁
の
長
は
、
前
号
の
承
認
を
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
す
る

要
件
に
つ
い
て
適
切
に
判
断
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を

確
認
の
う
え
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

各
庁
の
長
又
は
旅
行
命
令
等
を
発
す
る
権
限
の
委
任

を
受
け
た
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
す
る
権
限
を
委
任

し
又
は
再
委
任
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
委
任
を
受
け
た

者
の
官
職
を
、
支
出
負
担
行
為
認
証
官
、
支
出
負
担
行

為
担
当
官
及
び
支
出
官
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

各
庁
の
長
又
は
旅
行
命
令
等
を
発
す
る
権
限
の
委
任

を
受
け
た
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
す
る
権
限
の
委
任

又
は
再
委
任
を
受
け
た
者
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
は
、

臨
時
に
他
の
職
員
を
し
て
、
そ
の
事
務
を
行
わ
し
め
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
項
及
び
第
三
項 

旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
し
又
は
変
更

す
る
場
合
に
は
、
旅
行
が
法
第
七
条
、
第
八
条
そ
の
他

旅
費
の
計
算
に
関
す
る
規
定
の
趣
旨
に
合
致
し
て
行
わ

れ
る
よ
う
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
項
及
び
第
五
項 

１ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
簿
等
に
記
載
又
は
記

録
す
る
こ
と
な
く
旅
行
命
令
等
を
発
し
又
は
こ
れ
を
変

更
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
発
令
の
日
の
翌
日

ま
で
に
旅
行
命
令
簿
等
に
記
載
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

２ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
前
号
の
場
合
に
お
い
て
旅
行
命

令
簿
等
に
記
載
又
は
記
録
し
な
い
う
ち
に
、
旅
行
命
令

等
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
し
た
旅
行
命
令

等
に
基
い
て
旅
行
命
令
簿
等
に
記
載
又
は
記
録
す
れ
ば

足
り
、
変
更
前
の
旅
行
命
令
等
に
基
く
旅
行
命
令
等
は
、

旅
行
命
令
簿
等
に
記
載
又
は
記
録
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。 

３ 
旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
簿
等
を
当
該
旅
行
者

に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
通
知

を
も
つ
て
提
示
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
簿
等
を
当
該
旅
行
者

に
提
示
し
た
後
に
お
い
て
、
旅
行
命
令
等
を
取
り
消
し

た
場
合
に
は
、
旅
行
命
令
簿
等
に
記
載
又
は
記
録
し
た

旅
行
命
令
等
を
抹
消
し
て
、
そ
の
旨
旅
行
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
関
係 

法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
航
空
賃
に
つ
い
て
は
、
当
該

旅
行
に
お
け
る
公
務
の
内
容
及
び
日
程
並
び
に
当
該
旅
行

に
係
る
旅
費
総
額
を
勘
案
し
て
、
各
庁
の
長
が
航
空
機
を

利
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法

に
よ
る
も
の
と
認
め
る
場
合
は
支
給
で
き
る
こ
と
と
す
る
。 

第
十
五
条
関
係 

法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、

他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
旅
行

の
性
質
、
用
務
の
内
容
及
び
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を

受
け
る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
各
庁
の
長
が
定
め
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
庁
の
長
が
職
務
を
内
閣
総
理
大

臣
等
及
び
指
定
職
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
と
し
て
旅
費

を
支
給
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各

号
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議

し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。 

１ 

職
員
に
当
該
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
職
務

に
よ
る
旅
費
以
下
の
旅
費
を
支
給
す
る
場
合 

２ 

国
家
公
務
員
と
し
て
指
定
職
の
職
務
又
は
こ
れ
に
相

当
す
る
職
務
以
上
の
職
務
に
在
職
し
た
こ
と
が
あ
る
者

で
職
員
以
外
の
者
が
国
の
機
関
の
依
頼
に
応
じ
、
研

修
・
講
習
等
の
講
師
と
し
て
旅
行
す
る
と
き
に
お
い
て
、

当
該
者
に
指
定
職
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
と
し
て
旅

費
を
支
給
す
る
場
合 

３ 

国
際
会
議
に
出
席
す
る
等
の
た
め
内
閣
総
理
大
臣
等

が
配
偶
者
を
随
伴
し
て
公
務
上
旅
行
す
る
必
要
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
配
偶
者
に
旅
費
を
別
表
第
一
内
国
旅

行
の
旅
費
の
一
日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
又
は
別
表

第
二
外
国
旅
行
の
旅
費
の
一
日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓

料
の
表
の
内
閣
総
理
大
臣
等
の
項
中
「
そ
の
他
の
者
」

相
当
と
し
て
旅
費
を
支
給
す
る
場
合 

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
関
係 

１ 

「
鉄
道
賃
」
又
は
「
船
賃
」
と
は
、
鉄
道
事
業
法
（
昭

和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
六
条
又
は
海
上

運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
八

条
（
同
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
鉄
道
運
送
事
業
者
、

一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
及
び
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
又
は
同
大
臣

へ
の
届
出
に
よ
り
定
め
る
運
賃
又
は
料
金
を
い
う
。 

２ 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
旅
客
運
賃
に
は
、
鉄
道
事
業

法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
六
号
）
第

三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
料
金
を
含
む
も



の
と
す
る
。 

３ 

「
特
別
車
両
料
金
」
と
は
、
鉄
道
事
業
法
第
十
六
条

の
規
定
に
基
づ
い
て
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本

貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年

法
律
第
八
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
客

会
社
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式

会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
新
会
社
及
び
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨

物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
六
号
）
附
則
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
会
社
（
以
下
「
旅
客
会
社
等
」

と
い
う
。）
が
定
め
た
特
別
車
両
の
料
金
を
い
い
、
旅
客

会
社
等
所
有
の
特
別
車
両
が
旅
客
会
社
等
以
外
の
鉄
道

運
送
事
業
者
の
線
路
に
運
行
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
鉄

道
運
送
事
業
者
が
鉄
道
事
業
法
第
十
六
条
の
規
定
に
基

づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
へ
の
届
出
に
よ
り
定
め
る
当
該

特
別
車
両
の
料
金
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

４ 

急
行
料
金
は
一
の
急
行
券
の
有
効
区
間
ご
と
に
計
算

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
普
通
急
行

列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
普
通
急
行
列
車

の
客
車
の
全
席
が
座
席
指
定
と
な
つ
て
い
る
場
合
に
は
、

普
通
急
行
料
金
と
座
席
指
定
料
金
の
合
計
額
を
急
行
料

金
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

特
別
車
両
料
金
の
額
は
、
次
の
区
分
に
よ
る
も
の
と

す
る
。 

イ 

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
急
行
料
金
を

支
給
す
る
区
間
に
つ
い
て
は
、
急
行
列
車
に
係
る
特

別
車
両
料
金 

ロ 

一
の
旅
行
区
間
に
急
行
列
車
と
普
通
列
車
と
が
直

通
し
て
運
転
す
る
列
車
を
運
行
す
る
線
路
が
あ
る
場

合
で
そ
の
線
路
を
利
用
す
る
区
間
の
一
部
に
対
し
て

急
行
料
金
を
支
給
す
る
場
合
、
そ
の
線
路
を
利
用
す

る
区
間
に
つ
い
て
は
、
急
行
料
金
を
支
給
す
る
当
該

一
部
区
間
の
路
程
に
応
じ
た
急
行
列
車
に
係
る
特
別

車
両
料
金 

ハ 

イ
及
び
ロ
を
除
く
区
間
に
つ
い
て
は
、
普
通
列
車

に
係
る
特
別
車
両
料
金 

６ 

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
座
席
指
定
料
金
は
、

一
の
座
席
指
定
券
の
有
効
区
間
ご
と
に
計
算
す
る
も
の

と
す
る
。 

７ 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
座
席
指
定
料
金
に
は
、
船
室

の
設
備
の
利
用
料
金
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

８ 

特
別
船
室
料
金
の
額
は
、
特
別
船
室
料
金
を
徴
す
る

船
室
で
指
定
席
と
自
由
席
が
あ
る
も
の
を
運
行
す
る
航

路
に
よ
る
旅
行
を
す
る
場
合
に
は
、
指
定
席
に
係
る
特

別
船
室
料
金
と
す
る
。 

第
十
八
条
関
係 

航
空
賃
に
は
、
旅
客
取
扱
施
設
利
用
料
（
空
港
法
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
六
条
第
三
項
（
同
法

附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際

空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
三
十
二
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ

り
空
港
法
に
定
め
る
指
定
空
港
機
能
施
設
事
業
者
等
が
国

土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
徴
収
す
る
も
の
）、
国
内
線
旅
客

サ
ー
ビ
ス
施
設
使
用
料
（
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
が
徴

収
す
る
も
の
）
及
び
旅
客
施
設
使
用
料
（
中
部
国
際
空
港

株
式
会
社
が
徴
収
す
る
も
の
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

な
お
、
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
空
港
に
お
け
る
同

様
の
料
金
に
つ
い
て
も
同
じ
扱
い
と
す
る
。 

第
二
十
六
条
関
係 

第
一
項 「

財
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
」
と
は
、
各
庁
の
長

が
財
務
大
臣
に
協
議
し
日
額
旅
費
の
支
給
の
対
象
と
し

て
定
め
る
旅
行
を
い
う
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
四
条
関
係 

１ 

航
空
賃
に
は
、
旅
客
取
扱
施
設
利
用
料
（
空
港
法
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
六
条
第
三
項
（
同

法
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪

国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第

三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
り
空
港
法
に
定
め
る
指
定
空
港
機
能
施
設

事
業
者
等
が
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
徴
収
す
る
も

の
）、
国
際
線
旅
客
サ
ー
ビ
ス
施
設
使
用
料
（
成
田
国
際

空
港
株
式
会
社
が
徴
収
す
る
も
の
）
及
び
旅
客
施
設
使

用
料
（
中
部
国
際
空
港
株
式
会
社
が
徴
収
す
る
も
の
）

並
び
に
旅
客
保
安
サ
ー
ビ
ス
料
（
成
田
国
際
空
港
株
式

会
社
及
び
関
西
エ
ア
ポ
ー
ト
株
式
会
社
が
徴
収
す
る
も

の
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

な
お
、
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
空
港
及
び
海
外

の
空
港
に
お
け
る
同
様
の
料
金
に
つ
い
て
も
同
じ
扱
い

と
す
る
。 

２ 

非
常
勤
の
審
議
会
等
の
長
、
委
員
の
う
ち
、
特
別
職

の
審
議
会
等
の
長
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第

二
号
に
規
定
す
る
「
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る

者
」
と
し
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
等
と

し
、
特
別
職
の
審
議
会
等
の
委
員
及
び
一
般
職
の
審
議

会
等
（
本
省
庁
に
属
す
る
審
議
会
等
に
限
る
。）
の
長
に

つ
い
て
は
、
特
定
指
定
職
在
職
者
に
相
当
す
る
者
と
し

て
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す

る
。 

３ 

本
省
庁
の
顧
問
等
の
う
ち
、
特
定
指
定
職
在
職
者
に

在
職
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
特
定
指
定
職

在
職
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
、
財
務
大
臣
に
協
議
し

た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
八
条
関
係 

第
二
項 第

一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
親

族
移
転
料
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
区
間
は
、

扶
養
親
族
を
在
勤
地
に
呼
び
寄
せ
る
と
き
（
本
邦
か
ら

在
勤
地
に
呼
び
寄
せ
る
と
き
を
除
く
。）
は
、
そ
の
居
住

地
と
在
勤
地
と
の
区
間
と
し
、
扶
養
親
族
を
本
邦
か
ら

在
勤
地
に
呼
び
寄
せ
、
又
は
本
邦
に
帰
ら
せ
る
と
き
は
、

在
勤
地
と
本
邦
の
所
属
庁
所
在
地
と
の
区
間
と
す
る
。 

第
三
十
九
条
関
係 



第
一
項 法

別
表
第
二
の
支
度
料
欄
に
掲
げ
る
旅
行
期
間
の
月

の
計
算
は
、
暦
日
に
よ
つ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
項 「

そ
の
赴
任
又
は
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
」
と
は
、

「
そ
の
赴
任
又
は
出
張
の
た
め
の
旅
行
の
最
初
の
日
」

と
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
項 前

に
受
け
た
支
度
料
の
合
計
額
の
算
定
に
あ
た
つ
て

は
、
現
在
ま
で
の
引
き
続
い
た
外
国
在
勤
の
直
近
の
内

国
在
勤
以
前
に
支
給
を
受
け
た
支
度
料
は
含
ま
な
い
も

の
と
す
る
。 

第
四
十
一
条
関
係 

第
一
項 「

財
務
大
臣
が
指
定
す
る
旅
行
」
と
は
、
次
に
掲
げ

る
旅
行
を
い
う
も
の
と
す
る
。 

１ 

捕
鯨
監
督
又
は
漁
業
監
視
の
た
め
の
旅
行
と
同
様
の

性
質
を
有
す
る
旅
行 

２ 

海
事
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
公
海
上
の

航
海
を
目
的
と
す
る
等
の
旅
行 

第
四
十
六
条
関
係 

第
一
項 「

こ
の
法
律
又
は
旅
費
に
関
す
る
他
の
法
律
の
規
定

に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た
場
合
に
は
不
当
に
旅
行
の
実

費
を
こ
え
た
旅
費
又
は
通
常
必
要
と
し
な
い
旅
費
を
支

給
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
よ
う
に
、
法
の
規
定
ど
お
り
の
旅
費
（
以
下

「
正
規
の
旅
費
」
と
い
う
。）
を
支
給
す
る
こ
と
が
旅
費

計
算
の
建
前
に
照
ら
し
て
適
当
で
な
い
場
合
を
い
い
、

そ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
各
庁
の
長
は
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
よ
り
旅
費
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

１ 

職
員
の
職
務
又
は
職
務
の
級
が
さ
か
の
ぼ
つ
て
変
更

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
既
に
行
つ
た
旅

行
に
つ
い
て
旅
費
の
増
減
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
に
伴
う
旅
費
額

の
増
減
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 

２ 

旅
行
者
が
公
用
の
交
通
機
関
、
宿
泊
施
設
、
食
堂
施

設
等
を
無
料
で
利
用
し
て
旅
行
し
た
た
め
正
規
の
鉄
道

賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
又
は
食
卓
料
を

支
給
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
に
は
、
正
規
の
鉄

道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
又
は
食
卓
料

の
全
額
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

３ 

旅
行
者
が
旅
行
中
の
公
務
傷
病
等
に
よ
り
旅
行
先
の

医
療
施
設
等
を
利
用
し
て
療
養
し
た
た
め
、
正
規
の
日

当
及
び
宿
泊
料
を
支
給
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合

に
は
、
当
該
医
療
中
の
日
当
及
び
宿
泊
料
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

４ 

赴
任
に
伴
う
現
実
の
移
転
の
路
程
が
旧
在
勤
地
か
ら

新
在
勤
地
ま
で
の
路
程
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
現

実
の
路
程
に
応
じ
た
法
別
表
第
一
の
移
転
料
定
額
に
よ

る
額
と
す
る
。 

５ 

着
後
手
当
（
扶
養
親
族
移
転
料
の
う
ち
着
後
手
当
相

当
分
を
含
む
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
支
給
す
る

場
合
（
内
国
旅
行
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
理
由
に
よ
り
正
規
の
着
後
手
当
を
支
給
す
る
こ

と
が
適
当
で
な
い
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
基
準

に
よ
る
着
後
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

旅
行
者
が
新
在
勤
地
に
到
着
後
直
ち
に
職
員
の
た

め
の
国
設
宿
舎
又
は
自
宅
に
入
る
場
合 

法
別
表
第

一
の
日
当
定
額
の
二
日
分
及
び
宿
泊
料
定
額
の
二
夜

分
に
相
当
す
る
額 

ロ 

赴
任
に
伴
う
移
転
の
路
程
が
鉄
道
五
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
場
合 

法
別
表
第
一
の
日
当
定
額
の
三

日
分
及
び
宿
泊
料
定
額
の
三
夜
分
に
相
当
す
る
額 

ハ 

赴
任
に
伴
う
移
転
の
路
程
が
鉄
道
五
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合 

法
別
表

第
一
の
日
当
定
額
の
四
日
分
及
び
宿
泊
料
定
額
の
四

夜
分
に
相
当
す
る
額 

６ 

国
の
経
費
以
外
の
経
費
か
ら
旅
費
が
支
給
さ
れ
る
た

め
、
正
規
の
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場

合
に
は
、
当
該
旅
費
の
う
ち
国
の
経
費
以
外
の
経
費
か

ら
支
給
さ
れ
る
旅
費
に
相
当
す
る
旅
費
は
、
こ
れ
を
支

給
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

７ 

旅
行
期
間
十
五
日
未
満
の
出
張
の
場
合
の
支
度
料
は
、

法
別
表
第
二
の
旅
行
期
間
一
月
未
満
の
定
額
の
二
分
の

一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

８ 

外
国
に
留
学
す
る
職
員
に
対
し
支
度
料
を
支
給
す
る

場
合
に
は
、
三
万
円
以
内
の
額
と
す
る
。 

９ 

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
国
内
に

お
け
る
出
張
（
同
一
地
域
滞
在
三
十
日
ま
で
）
の
場
合

に
支
給
す
る
日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
の
額
は
法
別

表
第
二
に
定
め
る
定
額
の
一
割
に
相
当
す
る
額
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
定
額
か
ら
減
じ
た
額
に
よ
る
。 

第
二
項 

１ 

内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
、

副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
に
随
行
す
る
秘
書
官
及
び
警

護
官
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
鉄
道
賃
の

う
ち
、
特
別
車
両
料
金
を
支
給
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
本
土
と
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
沖
縄
と
の

間
の
赴
任
の
場
合
に
支
給
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
移
転
料
の
額
は
、
当
分
の
間
、
同
項
に
規

定
す
る
移
転
料
の
額
の
十
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
同

項
に
規
定
す
る
移
転
料
の
額
に
加
算
し
た
額
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定

す
る
扶
養
親
族
移
転
料
の
う
ち
、
十
二
歳
未
満
の
者
に

対
す
る
航
空
賃
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
そ
の

移
転
の
際
に
お
け
る
職
員
相
当
の
航
空
賃
の
額
を
限
度

と
し
て
、
現
に
支
払
つ
た
額
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。 

４ 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定

す
る
扶
養
親
族
移
転
料
の
鉄
道
賃
又
は
船
賃
の
う
ち
、

六
歳
未
満
の
者
を
三
人
以
上
随
伴
す
る
場
合
に
お
け
る

二
人
を
越
え
る
者
ご
と
及
び
十
二
歳
未
満
六
歳
以
上
の

者
に
支
給
す
る
特
別
車
両
料
金
又
は
特
別
船
室
料
金
の

額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
移
転
の
際
に
お
け

る
職
員
相
当
の
特
別
車
両
料
金
又
は
特
別
船
室
料
金
の

額
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定



す
る
航
空
旅
行
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、

当
該
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。 

イ 
内
閣
総
理
大
臣
、国
務
大
臣
、内
閣
官
房
副
長
官
、

副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
に
随
行
す
る
秘
書
官
及
び

警
護
官
に
つ
い
て
は
、内
閣
総
理
大
臣
、国
務
大
臣
、

内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
と
同

一
の
級
の
運
賃 

ロ 

内
閣
総
理
大
臣
等
、
特
定
指
定
職
在
職
者
又
は
特

定
指
定
職
在
職
者
に
相
当
す
る
者
の
代
理
（
発
令
行

為
を
伴
う
も
の
に
限
る
。）
と
し
て
公
務
の
た
め
旅
行

す
る
場
合
に
は
、
最
上
級
の
運
賃 

６ 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
又
は
第
二
号
ロ
に

規
定
す
る
運
賃
の
支
給
を
受
け
る
者
が
一
の
旅
行
区
間

に
お
け
る
所
要
航
空
時
間
が
二
十
四
時
間
以
上
の
航
空

旅
行
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
航
空
旅
行
に
お
け
る
乗

り
継
ぎ
回
数
及
び
そ
れ
に
要
す
る
時
間
を
勘
案
し
、
直

近
上
位
の
級
の
運
賃
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。 

７ 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
又
は
第
二
号
ロ
に

規
定
す
る
運
賃
の
支
給
を
受
け
る
者
が
赴
任
す
る
航
空

旅
行
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
各

号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。 

イ 

携
帯
手
荷
物
が
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
こ
え
る
と
き

は
、
そ
の
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

限
度
と
し
て
荷
物
の
超
過
料
金
（
当
該
超
過
料
金
の

額
の
範
囲
内
で
別
送
手
荷
物
と
し
て
携
帯
す
る
場
合

に
は
当
該
利
用
料
金
の
額
）
を
加
算
し
た
額 

ロ 

イ
の
加
算
額
を
勘
案
す
れ
ば
直
近
上
位
の
級
の
運

賃
に
よ
る
こ
と
が
経
済
的
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

当
該
運
賃 

８ 

国
際
会
議
等
に
出
席
す
る
た
め
内
閣
総
理
大
臣
、
国

務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官

又
は
国
会
議
員
の
外
国
旅
行
に
同
行
す
る
者
が
同
一
の

宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
け
れ
ば
公
務
上
支
障
を
来
た
す

場
合
、
又
は
国
際
会
議
等
に
お
い
て
外
国
政
府
等
よ
り

宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
当
該
宿
泊
施
設
以
外
に
宿
泊

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
宿
泊
料
定
額
を
超
過

し
て
現
に
支
払
つ
た
額
を
上
限
と
し
て
、
各
庁
の
長
が

適
当
と
認
め
る
額
に
つ
い
て
は
、
増
額
し
て
支
給
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

法
第
三
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
に
規
定
す
る
扶

養
親
族
移
転
料
の
う
ち
、
十
二
歳
未
満
の
子
に
対
す
る

航
空
賃
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
移
転
の

際
に
お
け
る
職
員
の
額
を
限
度
と
し
て
、
現
に
支
払
つ

た
額
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 
                          

     



別表第一 行政職俸給表（一）の各級に相当する職務の級 

行政職 
俸給表 
（一） 

行政職 
俸給表 
（二） 

専 門 
行政職 
俸給表 

税務職 
 

俸給表 

公安職 
俸給表 
（一） 

公安職 
俸給表 
（二） 

海事職 
俸給表 
（一） 

海事職 
俸給表 
（二） 

教育職 
俸給表 
（一） 

教育職 
俸給表 
（二） 

研究職 
 

俸給表 

医療職 
俸給表 
（一） 

医療職 
俸給表 
（二） 

医療職 
俸給表 
（三） 

福祉職 
 

俸給表 

専 門 
ｽﾀｯﾌ職 
俸給表 

１０級  ８級 １０級 １１級 １０級   ５級  ６級 ５級    ４級 

９級  ７級 ９級 １０級 ９級 ７級  4級の 5号俸以上  5級の 5号俸以上 ４級 ８級   ３級 

８級  ６級 ８級 ９級 ８級   4級の 4号俸以下 
3級の 29号俸以上 

 5級の 4号俸以下 3級の 5号俸以上    ２級 

７級  ５級 ７級 ８級 ７級 ６級  
3級の 9号俸から 
28号俸まで 3級の 29号俸以上  3級の 4号俸以下 ７級 ７級 ６級  

６級  ４級 ６級 ７級 ６級   2級の 25号俸以上 
3級の 25号俸から 
28号俸まで 
2級の 49号俸以上 

4級 
3級の 13号俸以上 2級の 13号俸以上 ６級 ６級 ５級 １級 

５級  ３級 ５級 ６級 ５級 ５級  
3級の 8号俸以下 
2級の 17号俸から 
24号俸まで 

3級の 17号俸から 
24号俸まで 
2級の 41号俸から 
48号俸まで 

3級の 5号俸から 
12号俸まで 

2級の 9号俸から 
12号俸まで ５級 ５級 ４級  

４級 ５級  ４級 ５級 ４級 ４級 ６級 2級の 5号俸から 
16号俸まで 

3級の 5号俸から 
16号俸まで 
2級の 37号俸から 
40号俸まで 
1級の 57号俸以上 

3級の 4号俸以下 2級の 8号俸以下 
1級の 25号俸以上 

    

３級 ４級 ２級 ３級 ４級 ３級 ３級 ５級 2級の 4号俸以下 
1級の 25号俸以上 

3級の 4号俸以下 
2級の 25号俸から 
36号俸まで 
1級の 37号俸から 
56号俸まで 

2級の 25号俸以上 1級の 13号俸から 
24号俸まで 

4級 
3級の 5号俸以上 

4級 
3級の 5号俸以上 

3級 
2級の 13号俸以上 

 

２級 ３級 1級の 17号俸以上 ２級 
3級の 9号俸以上 
2級の 33号俸以上 
1級の 41号俸以上 

２級 2級の 9号俸以上 
４級 
３級 

1級の 9号俸から 
24号俸まで 

2級の 9号俸から 
24号俸まで 
1級の 21号俸から 
36号俸まで 

2級の 9号俸から 
24号俸まで 
1級の 45号俸以上 

1級の 12号俸以下 
3級の 4号俸以下 
2級の 9号俸以上 

3級の 4号俸以下 
2級の 29号俸以上 2級の 12号俸以下  

１級 
２級 
１級 1級の 16号俸以下 １級 

3級の 8号俸以下 
2級の 32号俸以下 
1級の 40号俸以下 

１級 
2級の 8号俸以下 
1級 

２級 
１級 1級の 8号俸以下 

2級の 8号俸以下 
1級の 20号俸以下 

2級の 8号俸以下 
1級の 44号俸以下  

2級の 8号俸以下 
1級 

2級の 28号俸以下 
1級 １級  



別表第二 再任用職員（国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員）の行政職俸給表（一）の各級に相当する職務の級 

行政職 
俸給表 
（一） 

行政職 
俸給表 
（二） 

専 門 
行政職 
俸給表 

税務職 
 

俸給表 

公安職 
俸給表 
（一） 

公安職 
俸給表 
（二） 

海事職 
俸給表 
（一） 

海事職 
俸給表 
（二） 

教育職 
俸給表 
（一） 

教育職 
俸給表 
（二） 

研究職 
 

俸給表 

医療職 
俸給表 
（一） 

医療職 
俸給表 
（二） 

医療職 
俸給表 
（三） 

福祉職 
 

俸給表 

専 門 
ｽﾀｯﾌ職 
俸給表 

１０級  ８級 １０級 １１級 １０級   ５級  ６級 ５級    ４級 

９級  ７級 ９級 １０級 ９級 ７級     ４級 ８級   ３級 

８級  ６級 ８級 ９級 ８級   ４級  ５級     ２級 

７級  ５級 ７級 ８級 ７級 ６級     ３級 ７級 ７級 ６級  

６級  ４級 ６級 ７級 ６級     ４級  ６級 ６級 ５級 １級 

５級  ３級 ５級 ６級 ５級 ５級  ３級 ３級 ３級  ５級 ５級 ４級  

４級 ５級  ４級 ５級 ４級 ４級 ６級 ２級 ２級  ２級     

３級 ４級 ２級 ３級 ４級 ３級 ３級 ５級 １級 １級 ２級 １級 ４級 
３級 

４級 
３級 

３級 
２級 

 

２級 ３級 １級 ２級 
３級 
２級 
１級 

２級 ２級 
４級 
３級   １級  ２級 ２級   

１級 
２級 
１級  １級  １級 １級 

２級 
１級     １級 １級 １級  

 


